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一般財団法人福島県農協役職員共助会 

公 益 事 業 実 施 規 程 

（目的） 

第１条 一般財団法人福島県農協役職員共助会（以下「当会」という。）の定款

第３条及び第４条第３号、第４号の定めに基づき、不特定多数の者の利益の

増進に寄与する事業として、この規程の定めるところにより公益事業を行う。 

（事業の種類） 

第２条 当会が公益事業として実施する事業は、次のとおりとする。 

（１）保健・医療・福祉に関する教育啓蒙事業 

（２）医師・看護師養成事業に関する事業への助成 

（事業にかかる経費） 

第３条 事業にかかる経費は、運用益の範囲内で、かつ主たる事業に影響を及ぼ

さない範囲で支出する。 

（実施の手続き） 

第４条 第２条第２号に関する手続きは、別に定める助成実施要領により行う。 

 （改廃） 

第５条 この規程の改廃は、理事会の決議を経て行う。 

（補則） 

第６条 この規程に定めるもののほか、公益事業実施に関する必要な事項は、

理事長が定める。 

 

附 則 

 この規程は、平成２５年４月１日から施行する。 


